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は じ め に

果実は、各種のビタミンをはじめ、ミネラル、食物繊維の重要な摂取源で

あり、世界の食事指針でも食事の各品目をバランスよく摂るなかで、特に果

実は欠くことのできない食品とされています。また、農家が丹精込めて生産

した果実のおいしさは、消費者に感動や驚きを与え、国民の四季折々の食生

活をより豊かなものにしています。

現在、群馬県における果樹農業は、恵まれた自然環境と首都圏に位置する

立地条件を活かし、山間地域から平坦部まで地域の特性に応じて、りんご、

日本なし、ぶどう、うめを中心に多様な果樹が栽培されています。また、有

名温泉地や世界遺産などの観光と連携した果樹の直接販売が多いことが特徴

です。

しかしながら、我が国の生産現場では高齢化の進展や後継者不足、耕作放

棄樹園地の増加等による生産基盤の脆弱化により果樹の生産が減少している

中、国では、果樹農業振興特別措置法に基づき、新たに令和１２年度を目標

年度とした「果樹農業振興基本方針」を令和２年４月に公表しました。

県でも、この基本方針の趣旨に則して、県内果樹産地の動向、自然的・社

会的諸条件を踏まえ、令和１２年度を目標年度とし、ぐんまのおいしい果実

と活力ある果樹産地の実現を目指した「群馬県果樹農業振興計画」を策定い

たしました。

今後は、この計画を基本として、生産者、関係機関・団体との連携、協力

のもとに、未来に引き継ぐべき本県果樹の振興に関する施策を積極的に推進

してまいりますので、関係の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上

げます。

最後に、本計画の策定にあたり、多大な御尽力をいただいた「群馬県果樹

」 、農業振興計画策定検討会議 の構成員及び御協力いただいた関係各位に対し

深く感謝いたします。

令和３年３月

群馬県農政部長 横室 光良
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